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湖南における鉄道利権の回収運動

田　　三　　郎

は　じ　め　に

「中国人民ノ工業発達二熱心ナル亦其政府二該ラズ一業ヲ創ムルハ一業

ノ利権ヲ保持スルナリ、一株ノ募リニ應ズルハ一分ノ利権ヲ恢復スルナリ

ト為シ、・田ヲ典シ嚢ヲ傾ケテ争ウテ新式工場ヲ設立シケレバ新式ノ工場俄

二所在二勃興セリ」(東亜同文会調査編纂部「第一回支那年鑑■　289貢)。

ここに示されるように、20世紀初頭の中国では、帝国主義諸国から、中

田の経済的諸利権を回収しようとする風潮が強まっていた。利権回収の対

象は、軽工業部門から、鉱山、鉄道等まで広範囲にわたっていた。とりわ

け、鉄道利紐は、それのもつ政治的、経済的影響の大きさからして、当時

の利権回収運動の中心となっていた。

利権回収運動は、先の引用からもわかるように、様々な産業部門に、と

にかく投資することこそが、外国から中国への商品や資本の輸出の増大を

防ぐことになると考えられていたことに、一つの特故がある。鉄道利権の

回収運動についていえば、鉄道史設のための、外国との借款契約を防止あ

るいは枝葉し、国内の資本で史設しようとすることに主要を目的があった。

木精でとりあげるのは、湖北、湖南、広東の三省を結ぶ専決鉄道利権の

回収運動である。子こで、鉄道資本の募集については、別に検討する機会

があると思うので、ここでは、外H借款導入、および鉄道の国有化に対す

る、反対退勤の特歳を中心に考えてみたい。すなわち、_外国借款を導入し

て阜涼抜道の虫設を実現しようとする清朝の鉄道政策に反対するために、

鶉南で展開された遅日の、またその背後にある鉄道敷設の意義づけの特徴

について考えてみたいと思う。
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1回収の提起

中国において、鉄道制度導入の問題が本格的に論議されるようになるの

は、日清戦争後であった。それ以前にも、李鴻輩が天津一迫州問に鉄道を

敷設する計画をたてていたが、この時には、清朝内部で様々を反対があり、

実行されなかった。

日清戦争後の、鉄道敷設問題に関する、清朝政権内における論議の活発

化には、日清戦争の放北という事実が強く影等していたのであろう○従っ

て、鉄道問題は、北洋海軍が壊滅した後の、中国の軍事的な強化の必要性

と関通させて論議されることが多かった。この鉄道問題の論議の中で、積

極的に鉄道制度を導入しようとした清朝官僚の中心は、張之洞と盛宝懐で

あった。彼ら二人の発議によって、上海に鉄路総公司を設立し、鉄道の建

設に若手する構想がたてられた。当時、放設予定の鉄道としてあげられた

のは、丑漠、混串、専決等の鉄道であった。ただし、中心はあくまでも丑

漠鉄道であり、屯牢、卑漠両鉄道を加えたのは、上海や広東の「紳商」か
◎

ら資本をひき出すためだったようである。

ところで、卑洪鉄道は、当初の計画では湖南は通過しないことになって

いた。広東から、江西を通って湖北にいたる路線が計画されていた0当面

卑漠鉄道については、早急に敷設する計画はなかったのであるが、湖西、

湖北、広東三省の「紳商.から、遭漠鉄道と同時に専決鉄道敷設に若手す

るよう要求が出た。ここで、湖南の「紳商」が参加しているのは、熊希齢、

蒋徳釣らの省内郷紳の要求で、湖南巡撫陳賓筏が盛宣懐にはたらきかけて、

江西通過を湖南通過に変更させていたからである。

湖南では、蕩魯瑠ら郷紳の要請で、黄道憲を総計にした湘卑鉄路公司が

創設された。ところで、卑漠鉄道を、湖南を通過させたいとする理由につ

いて、陳賓旗は、江西通過にくらペて短距敵であること、湖南の勇敢な兵
申

士を徴用し得ること、さらに湖南の鉱山の豊富なことをあげていた0熊希

齢や蒋徳釣は、後に省内の産業開発に努力しており、卑漠鉄道の湖南通過

の要求は、省内の産業開発と関通させて考えられていたかもしれない0　し
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かし、この時点では、民間から資本を染めて、卑漢鉄道の完成に努力して

行こうという意識はあまり強くなかったようである0

熊希掛は、卑漢鉄道の湖南通過を実現した意義について、実際に鉄道を

敷設する体制にはなかったが、「虚名.にしろ鉄道会社を設立したことに

ょって、フランスの広西省から湖南に鉄道を敷設しようとする野望を、挫
㊥

折さすことができたと述べている0熊希齢らは、外国列強の手による、湖

南にいたる鉄道敷設を回避するために、とにかく名Hだけでも、中国で敷

設を計画している卑漢鉄道が湖南を通過することを明確にしておきたかっ

たのであろう。この点が、卑漢鉄道の、江西通過を湖南通過にきりかえる

よう要求した主要な理山であったと思われる0

当初、這漢鉄道敷設のみを当面の課題としていた清朝政権の鉄道政策は、

まもなく拡大し、盃漢、卑漢という中国縦断鉄道、それに上海から南京、

漢口にいたる、長江中下流域を結ぶ鉄道が、同時に敷設されるべきものと

して、論議されるようになった。そこには、中国の周辺諸国や租借地、開

港地から中国内部にふよぶ鉱道を、直接敷設しようとする、外国列強の鉄

道支配に対する危機感があった0

円清戦争後から本格的に論議され始めた鉄道政策は、張之洞、盛宣懐と

いった洋訪派系の官僚の主導の下に実行された。彼らに共通していた鉄道

政策は、当時め財政鐙の中で、敷設資金を外国借款に依存することであっ

・た。これには、整理すると二つの理由があったようである0一つは、外国

列強の直接の鉄道支配を防ごうとしたこと、もう一つは、鉄道の軍事的、
⑥

政治的意義を重視し、鉄道を官位の手に掌握しようとしたことである0

卑沃鉄道も、この方針にそって敷設計画が着手された01898年、アメリカ

資本の輩芙合輿公司との借款契約によって、卑漢鉄道の敷設に手がつけら

れることになった。

ところが、~借款契約は詰んだものの、卑漢鉄道の敷設事業は遅々として

進まず、しかも正漢鉄道に関する借款契約を結んでいたベルギーシンジ

ヶートによって、合輿公司の株式が買い占められている事実が判明した。
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いうまでもなく、ベルギーシンジケートによる合輿公司抹式買い占めの背

後には、中国の縦断鉄道を支配しようとするフランスやロシアの策動が

あった。1904年頃から、合輿公司の契約違反を理由に、専涼抜道利紐回収

の声が強くなった。利権回収の要求は、まず湖南でおきた。

卑漢鉄道利権回収の提起は、直接的には、合輿公司の契約違反の判明を

きっかけにしていた。だが、その背後には、とくに20世紀初頚にふいて斑

著にみられ始めた。民族資本の形成という歴史的な要田があった。蔦希算

らが卑漢鉄道の湖南通過を要求した時とは違って、この時用には、実際問

題としていかに困難であろうとも、民間から資本を募集して史設を実現し

ようとする努力が行われるのである。

合輿公司の契約違反が判明した頃、湖南では、省内に鉄道を自力で童設

しようとする動きがみられた。一つは、長沙一沃口問の鉄道であり、もう

一つは、長抄から常雄、辰州を経て、川漢鉄道と連絡する蹟投である。後

者の敷設事業をすすめるための鉄道会社設立の認可をもとめる詩原書にお

いて、湖南の「紳商」達は、放設の必要な理由について、次のような点を
◎

指摘していた。それは、湖南は、工・鉱業の発達に有利な自然的条件を有

しながらも、運輸上の不便のために、実際にはそれが困難に直面している

ということである。

この鉄道敷設の動きが始った前年、すなわち1903年には、湖南全省碩坊

絵公司が設立されているが、総公司の成立とともに、~巡拇趨爾巽は、今接

外国人は投資できるだけで、鉱山の採堀権は得られないことを去明し、こ

れまで湖南の鉱山に存在していた外国人の採堀権を回収_したら　これを契機

に、湖南省内における、地主や商人の鉱業投資が活発になっていったとい
◎

われている。湖南における鉄道自営の動きは、こうした省内の鉱業開発へ

の若手と密接に関連していたのであろう。

同様をことは、湖南における卑漠鉄道利権回収の発議の中にもうかがわ

れる0湖南では、まず梁焼重が、合輿公司の契約違反を王先謀に説き、王

先謀は張祖同と相談し、その他の郷紳と連名で、張之洞に卑漢鉄道利権の
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(り

回収を要請した。この最初に卑漢鉄道利権の回収を掟起した梁焼重という

人物は、当時、久通公司を組放し、益陽県板漠のアンチモニー鉱山を経営

していた。また、後には各方面から資本を集めて、長抄に華昌公司を組織

し、アンチモニー精錬工場を開いた、著名な省内の鉱業資本家である0ア

ンチモニー採堀は、この頃から第一次大戦脚こかけて、湖南の鉱業に中心

的な位置を占めている0

これまで、卑漢鉄道利権の回収は張之洞が提起し、湖南の郷紳はそれに
◎

呼応したものとされてきた。たしかに、張之洞自身にも、回収にのりflけ

理由があったし、回収の実現において、張之洞のはたした役割は大きかっ

た。鉄道政策の実行にあたって、張之洞は少数の大国による鉄道支配を回

避しようとしていた。ところが、すでにふれたように、ベルギーシンジ

ヶートによる合興公司株式の買い占めは、童漢鉄道、卑漢鉄道という中国

縦断鉄道が、ラランスとロシアの支配下に陥る危険性を示していた0　ここ

に張之洞の危惧があった。同時に、張之洞が回収にのり出した背後には、

ィギリスのはたらきかけもあった。ベルギーシンジケートの合興公司株式

の買い占めという事実、それに、やはりベルギーシンジケートが湖南省内

に卑漢鉄道の支紋を敷設しようとする計画をもっていることについて、張

之洞はイギリス領事から通報をうけていた0

しかし、卑漢鉄道利権回収の要求は、張之洞が有していたような理由の

みから生じていたわけではない。鉄道の敷設権、運営権を喪失しがちな外

国からの借款に依存せず、民間からの資本の募集によって、鉄道の自営を

実現することが、省内の民族産業、とりわけ鉱業の発達にテコの役割をは

たナものとして、形成されつつあった民族資本によって期待されていた0

梁換重による卑沃鉄道利権回収の提起は、こうした省内氏族資本の期待を

代表していたといってよいであろう0

だが、注意しておかねばならないのは、梁焼重が専決鉄道利権回収の要

求を、王先議ら省内の有力を打紳を通じて捉起したことである0当時、回

収をもとめて行動した人々の大半は、「決して新しい意識の所持者ではな
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かった」が、「彼等をぬきにしては卑漢回収自体が考えられなかった」と
㊥

いわれるように、生まれたばかりの省内民族資本家には、独力で清朝政権

を回収交渉にたちあがらせるだけの政治的力童がなかったのである。

国内の卑漢鉄道利権回収の動きに呼応するかのように、留‖学生の中で

も回収の要求がたかまっていた。1904年9月に、湖南、湖北、広東三省の

留口学生は、顎湘卑三省鉄路連絡会を結成し、外務部や、三省の督担およ

び「紳商」に合輿公司との契約破棄、母漢鉄道の自営を要請した。さらに

12月になって、留日学生は契約の破棄をすすめるために、盛宣懐が督欝と

なっていた鉄路総公司の所在地、上海に代表を派遣した。

こうした国内外からの要求のたかまりにおされて、清朝は卑漢鉄道利権

の回収交渉にたちあがった。結局、1905年に、猥之洞の交渉によるイギリ

スからの110万ポンドの借款を回収費用にして、母漢鉄道利権は回収され

た。張之洞は、湖南で回収に協力した人物として、寵湛霜、王先議、張虹

同、席涜湘の4人をあげているが、卑漠鉄道利権の回収から、湖南省内組

敷設のための鉄道会社の設立にいたる過程を、中心になってすすめたのは、

これらの有力を郷紳達であった。その過程において、鉱業と関係をもって

いた陳文時をはじめとする長沙商務総会の役員達は、民間からの資本の募

集によって、民営の鉄道会社を設立し、卑漢鉄道湖南省内組を敷設しよ`ぅ

と計画したが、張之洞の圧力で実現しなかった。

張之洞は、鉄道の敷設について、その軍事的、政治的意義を重視してい

た0　そして、そこからくる鉄道敷設の緊急性と、官僚による鉄道掌握の必

要性が、外国借款の導入という鉄道政策を生じさせていた。回収費用の借

款契約にあたって、イギリスは、その後の鉄道敷設のための借款に関する

優先権を認めさせていたが、回収後まもなく、張之洞は敷設資金もイギリ

スからの借款によって徴達しようとした。この計画には、張之洞に協力し

てきた湖南の郷紳達、それに湖南の鉄道会社として設立される、湖南卑漢

鉄路総公司の総理となる余撃康も反対しなかった。そして、これが後に清

朝が外国借款を導入しようとする場合の口実になった。しかし、この時の
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借款導入計画は、当時の全国的な利権回収風潮の昂揚にも規定され、清朝

中央が承認しなかった0

結局、卑漢鉄道湖南省内線は、官督商桝形態で設立された湖南卑漢鉄路

総公司によって、敷設事業が進められることになった0　この鉄道会社は、

長沙商務総会が中心になって設立を計画した鉄道会社と異なって、民間か

らの鉄道資本の募集を積極的にすすめようとはせず、もっぱら税金の形態

に敷設資金をもとめようとした。官督両群という企業形態はもとより、資

金の邱こついても、それを税金の形態にもっぱらもとめることは、官僚の

鉄道敷設事業への干渉を強めることになる。こうした鉄道会社の経営のあ

り方には、省内外で非難が生じていたJしかし、省内の民族資本の要求を

あらわす、鉄道会社の完全な民営化や、民間からの鉄道資本募集の促進を

もとめる運動はいまだ弱かった。

(注)

①　r幹路枝路次第並招股桝法.光緒23年3月r愚齋存稿■奏疏lo

◎　r洵郡卑三省紳商合請速餌卑沃鉄路摺.光緒23年12月　頂齋存礼奏琉2。

◎　r上陸右銘中丞書.中国近代史資料叢刊r戊戊変法.II。

④　波多野蓄大r中国近代工業史の研究.472-3頁、488貢0

(り　r東方雑誌.第1年第5期。

⑥　揚世駿r辛亥革命前后湖南史軋26真。

⑦.英国自訂年譜.光結30年の条。

⑧　波多野前掲書475頁、堀川哲男「辛亥革命前の利権回収運動」東洋史研究21

巻2号。

(9　前掲堀川論文。

2　外国借款反対運動

卑漢鉄道は、三省それぞれに鉄道会社を設立して、敷設事業に着手する

ことになった。しかし、清朝政権は、鉄道の軍事的、政治的意義を重視し、

史設資金を外剛普討こ依存することは、その鉄道政策の根幹に関連してい

ただけに、完全に放棄されることはなかった0

1908年には、鉄道行政を管轄していた郵伝部が、各省の鉄道会社の腐敗、
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資本の不足、敷設工事着工の遅れを理由に、「琵欝.化、外国倍款軍人の

方針をもって、各省の鉄道会社の調査を始めた。同年の6、7月矧こ、湖

南にも郵伝部調査員派遣のニュースが伝わっていた。この外国借款導入の

方針に敏感に反応したのは、湖南鞍漢鉄路詮公司の紘営者達ではなく、す

でに長沙商務総会が中心になって、民営の鉄道会社を設立しようと計画し

た時以来、鉄道に投資し始めていた民間投資者達であった。

1908年7月、彼らは郵伝部の鉄道政策に反対し、鉄道資本の碁葉促進、

敷設工事の即時着工実現をはかるための大会を、長抄で開いた。大会には、

1000人近い人々が参加したといわれるが、注目されるのは、その中に、翌

年の諮議局開設にあたって、議員となった譚延問や易宗変、それに探文埠

が含まれていたことである。大会では、郵伝部の外剛喆款導入の方針に反

対し、省内の鉄道資本の充実をはかっていくことが、「湖南人士.の「責
任)

任」として訴えられた。

翌年の諮議局の開設は、外剛普款導入に対する反対運動と、省内鉄道資

本の募集活動の進展に大きな意義をもった。一つは、諮議局が、これまで

鉄道会社の経営について、発言力の弱かった民間投資者を組織したことで

ある01909年から股束会結成の準備が始められたが、それを指導したのは

諮議局であった。諮議局議員の譚延閏や寵璋らは、まず長抄に股東共済事

務所を設け、投資者の組織化をすすめるとともに、集股会を開設し「湘路

新志」という雑誌を発刊して、資本の募集と外国借款導入反対の宣伝活動

を始めていた01909年8月には、股栗会結成の準備会が開かれ、同年11月

に正式に股東金が結成された。

もう一つは、同年に、諮議局が卑漢鉄道省内線敷設問題に関する決議を

行っていたことである。「決議.を要約すれば、鉄道会社を民営化し、一

般の民間からの投資を補う、様々の資本募集方法を実行し、省内の資本に
(カ

よって卑漢鉄道省内線の敷設を実現しようとするものであった。鉄道への

民間からの投資者の組織化、そしてこうした内容の「決議」は、生まれた

ばかりの省内民族資本家の要求を反映していた。'
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卑漢鉄道利権の回収を提起するにあたって如実に示されたように、当初、

省内の民族資本家は鉄道利権の回収問題について独白の要求をもちながら

も、省内の有力な郷紳の力を借りること無しには、清朝を回収交渉にたち

あがらせることができなかった。そ.の省内民族資本家は、諮議局の開設に

よって、自らの政治的な代表機関としての役割をはたすべきものを柑たと

いえる。これ以後、湖南における鉄道問題に関する指導的な役割は、個々

の有力な郷紳から諮議局に移行した。

湖広総督から中央の軍機大臣にうつった張之洞は、まもなく卑漠鉄道の

督封を兼任することになった。督桝となった張之洞は、卑漢鉄道に関する

外国借款導入の方針をもって、外国諸国との交渉をはじめた0　その結果、

イギリス、フランス、ドイツの三国借款団との間に、卑漢鉄道および川漢

鉄道に関する借款仮契約を締結した。

清朝政権の外剛葺款導入方針の明碓化は、関連する各省から強い反発を

ひきおこした。湖南でも、外国借款導入反対運動が展開された。この時期

の運動においては、卑漢鉄道利権の合輿公司からの回収の時の様相とは異

なって、諮議局が指導的な役割をはたすことになった。

1909年末、諮議局と股来会では、外国借款導入反対を、郵伝部にはたら

きかけるために、代表団を北京に派遣することを計画し、郵伝部と交渉し

た。この交渉過程で、茹伝部は、湖南の鉄道問題に関する意見は、湖南卑

漢鉄路絵公司の経営者によって集約されるものとし、それ以外からの、鉄

道問題に関する要求の提出を拒否しようとした。しかし、諮議局と股来会

は、強引に股束代表団を北京に送り込んだ。代表団は4人の諮議局議員で

構成されていたが、その中の3人は省内の鉱業資本家でもあった。

ところで、外国借款導入反対運動の展開の中に、一つの鉄道問題に関す

る特色的な意議をみることができる。股東会代表の北京派遣について、郵

伝芯と交渉していた頃、湖南詩話局議員羅保は、張之洞が結んだ借款仮契

約は崇効であり、従って外国借款反対運動は正当であると主張していた。

借款仮契約が紐効だとする理由について、超保は、湖南を通過する鉄道に
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関して借款契約を結ぶ以上、その契約の主体の一方は「湖南人」であるべ

きにもかかわらず、いまだかつて「湖南人.はそれにかかわっておらず、

従って、借款仮契約は、一方の契約主体の同意を欠いたものであることを
何

あげている。ここには、省内の鉄道に関する「湖南人.の強い権利意語が

みられるのである。

その反面では、外国借款導入の反対運動において、省の利害を第一に考

える意識が強かった。北京に派遣された代表団は、郵伝部尚書徐世呂らに

外国借款導入の中止を要請していた。その場合、郵伝部から明麓な返答を

ひき出そうとした具体的な要求は、借款契約の中に湖南に関するものを入
◎

れないことであった。ここからいえることは、諮議局や股発会が、郵伝書

の拒否をおしきってまで代表団を北京に派遣した目的は、何よりも卑漢鉄

道湖南省内娘を借款契約の対象からはずすことにあったことである。それ

は、極端にいえば、湖南の鉄道さえ借款問題にまきこまれなければそれで

よい、という姿勢であったともいえよう。いわば、外国借款反対の根本に

あった意識は、省内経済権益の自得意識であった。

湖南省からの、外国借款導入反対のための代表団が北京に派遣されてい

る時、長抄で有名な拍米暴動が起きた。掩米暴動は、巡撫街門を焼き打ち

するという、激しい暴動にまでなったが、これに驚いた清朝は、ともか

くも鉄道会社の民営化と、5年内に敷設を完了するという条件つきで、省

の鉄道会社による鉄道敷設を承認した。こうして、一時的にしろ、外国借

款導入反対運動は成功をかさめた。

これ以後、湖南では鉄道資本の募集活動が一層盛んにすすめられた。資

本の募集活動は、商会や教育会、農会、それに学生達といった、湖南の各

界によって共同してすすめられた。その資本募集活動の特徴は、省内の資

本で卑漢鉄道省内線を敷設しようとしたことであり、そのために、鉄道資

本を集めることが全省民的な課題として提起され、各界で資本の募集が行

われたほか、投資の強制的な方法も実行された。そのような鉄道資本の募

藁活動の促進は、省内の民族産業発達のテコの役割をはたすであろう鉄道
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を、外国借款の導入を阻止し、官僚の支配を排除して、自首しようとする

省内民族資本の希求するところであった。

ところで、諮議局が中心になって進めようとした、卑洪鉄道省内線敷設

事業について、その地方主義を鋭く批判した人物として楊皮がいる。楊度

は湖南の出身で、日本に留学した後、湖南における初期の立憲運動の指導

者として活躍した。彼は国家の富強を第一に考えていた。

揚度は、現在進められている専決鉄道敷設事業は、最も利益があげ易く、

資本の集め易い卑漠鉄道を三分し、それぞれ三省が私しているのが実状で

あり、そのような地方主義が、鉄道資本の募集を困難にしていると批判し

ている。すなわち、とくに湖南のように、貧しいにもかかわらず、長い路

組の敷設を受け持っている省では、省内だけでは十分な資本が集められず、

かといって、広東のような富裕を省からの投資は、湖南の地方主義によっ

て妨げられているというのである。また、たとえ敷設に成功したとしても、

将来鉄道の統一的な管理は不可能であるともいう。

このように現在進められている卑漢鉄道敷設事業を批判したうえで、楊

度は、次のように自らの敷設事業推進の方法を提起する。各省に、官商会

鋸形態で、.卑漢鉄路某段公司、すなわち湖南についていえば、専決鉄路中

段公司といった会杜を設ける。その会社は敷設事業の実務を担うのであっ

て、全体の敷設事業計画は郵伝部から派遣する総雛によって統轄される。

敦設資金については、外国から借款して、それを官股とし、現在の民間か
(り

らの資本とあわせて鉄道資本とする。この楊度の提起した鉄道の敷設事業

の推進方法は、現在すすめられている各省の敷設事業に配慮しているかの

ようであるが、本質的には、卑沃鉄道を国家の下に掌握しようとするもの

であったことは疑いない。

揚度は、地方主義が卑漢鉄道の敷設事業の進展を妨げる原因になってい

るという認議にたって、湖南の外国借款反対運動の代表達に向って、一体、

湖南で鉄道資本がいくら集まり、敷設完了にいくら必要なのか、予算を作
◎

製して示してほしいと呼びかけた。地方主義だけが原因ではなかったにせ
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よ、湖南における鉄道資本の募集には、確かに限界があった。

だが、楊度の鉄道問題に関する態度は、湖南の請謁局議員らから、故し

い攻撃をうけることになった。その理由について、「岡持の意見に違い、
(∋

借款による鉄道敷設の方法を提唱」したためであるといわれていた。湖南

諮議局議員らの楊度に対する攻撃は、鉄道政策の相違によるだけでなく、

湖南出身者でありながら、湖南の鉄道の敷設事業を批判する姿勢への、省

民意識からの怒りによって一層激しくさせられていたのであろう。

(注)

(∋「湖南保路連動資料初韓.r湖南歴史資料.1958年4期。

◎　同上。

⑧　r時報.1909年12月24日。

④　r活末卑漢鉄路的興築与湖南人民的保路闘争史料.r湖南歴史資料.1959年

2期。

⑤　P東方雑誌.第7年第4期。

⑥　r時報.1910年4月30日。

(り　r服天時報.1910年5月26日。

3　国有化問題をめぐって

清朝は、1910年初、外国借款反対運動の前に、鉄道会社の民営化と、そ

の鉄道会社による省内線の敷設を承認した。しかし一方で、イギリス、ド

イツ、フランスの三国借款団にアメリカも加わった四回借款田の正式な借

款契約締結の圧力も強かった。

「郵伝部は、四国借款田の借款契約要求と、湖南、湖北両省の強い借款

反対によ.って、甚だ困難におちいっている。そのため度支部と方法につい

て協議しようとしたが、度支部は鉄道に関する全権が郵伝部にあることを

もって、関係することを欲せず、これをことわった.と、当時の新聞が伝
申

えていたように、四国借款団の借款契約締結要求と、各省の借款反対の問

にたって、清朝は全くなす術がなかった。そして、このような状況の中で、

徐世昌が郵伝部尚書を辞任すると、郵伝部はほとんど機能停止の状態にお
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ちいった。だが、1910年末に盛宣懐が郵伝部尚書の職につくと、幹線鉄道

の国有化、四国借款団との借款契約締結の方針が固められた。

鉄道国有化方針は、この時になってはじめて提起されたわけではない。

すでに卑漢鉄道利権の回収当初から、張之洞などは鉄道の漸次的な国有化

の必要性を指摘していた。卑漢鉄道国有化の必要な理由について、表面的

に指摘されていたことは、幹紋の統一化、現在三省に設立されている鉄道

会社の資本が薄弱で、敷設工事が進展しないこと、それに、強制的な資本

の徴達が行われ、民の負担が重くなっていることなどであった。しかし、

鉄道の国有化が必要な根本的な理由は、鉄道の軍事的、政治的な意義づけ

にあったことはいうまでもなかろう。

張之洞は、卑浅鉄道利権回収の直後、長沙商務総会が中心になってすす

めた、民営の鉄道会社の設立を拒否するにあたって、鉄道が「全国の連絡、

政令の通達が遠いか否か、用兵が機敏であるか否か、民会が十分であるか
(勤

否か、官民の知識が閃けるか否か」に関係していることをあげていた。ま

た国有化を実行するにあたって郵伝部も、「鉄道の敷設は交通の便利のた

めとはいえ、軍事上の輸送と国防の強化への関係を最も重要とする」とし
(∋

ていた。清朝政権においても、鉄道の産業的な意義を全く無視しているわ

けではなかったが、軍事的、政治的な意義を優先していた。

そのような意義づけからくる、鉄道敷設の緊急性は、外国借款への依存

を不可走をらしめた。そして、外国借款に依存して、早急に鉄道の敷設を

ナナめることは、岩村やレールの供給によって、漢冶洋公司を紐持しよう

としていた盛宣懐の個人的な要求とも一致していた。

ところで、外国借款反対運動の背景には、省内における民族資本の形成

があり、鉄道の敷設は省内民族産業の発達をもたらすテコの役割をはたす

であろうという期待があった。そのために、鉄道の敷設、運営権を喪失し

がちな外国借款の軍人を排除し、省内の資本で卑沃鉄道省内鹿を敷設する

ことが、湖南の全省民的な課題として、詩議局を中心に提起されていた。

これに対して、鉄道の国有化政策においては、鉄道の官僚の支配下におけ
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る軍事的、政治的な意義が第一に考えられていたのである0

いわば、省内の資本を基礎に、省内の産業発達のテコの役割をはたナも

のとして、鉄道の敷設事業をすすめようとする、詩議局に政治的に代表さ

れる、形成されつつあった民族資本と、鉄道の軍事的、政治的意義づけか

ら、鉄道を官僚の手に掌握し、外国借款に依存して早急に史設事業を完成

させようとする清朝政権との、鉄道政策に関する相違、矛盾が、国有化間

題をめぐって明確になっていった。

四国借款団との、正式を借款契約締結のニュースがひろまると、湖南で

は諮議局議員ら6人からなる拒款代表団を構成し、北京に派遣しようとし

た。しかし、もはや明柾に外国借款導入の方針をとりつつあった郵伝部は、

この代表団の派遣を拒否した。こうした緊迫した状態に対処するために、

湖南では、すでに実行されていた「租股.に加えて、長抄、常徳、湘淳と

いった都市で「房股.を実施し、鉄道への投資を省民に強制し、鉄道資本

の充実をはかろうとしていた。

また、長抄には「紳、商、学各界の首脳.や「工、鉱業の界の有力者」
◎

を発起人とした湘路協賛金が結成され、鉄道資本の充実と外国借款の導入

阻止の努力がつづけられた。いわば、これらは、1910年末に盛宣槙が郵伝

部尚書に就任して以来、急速に鉄道国有化、外国借款導入の方針が明確に

なる中で、その実行に口実-すなわち鉄道資本が不足しているという

-を与えないための最後の努力であった。しかし、湖南における鉄道資

本の募集は、すでに限界に達していたといってよかった0

湖南で湘路協賛会が結成されてまもなく、1911年5月に、外国借款導入

の前提として、まず幹線鉄道の国有化政策が決定され、つづいて四国借款

田との間に、正式の借款契約が締結された0

清朝政権が国有化政策を決定すると、湖南では敢しい反対運動が始まっ

た。その様子を、湖南巡撫楊文鼎は、国有化政策が決定された後、「民意

は憤放し、いずこも騒がしく、連日大会を開き、集まって議論している0

言葉は極めて激しく、道理はさとすことができず、大勢は禁ずることがで
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◎

きない」と、報告していた。長抄では、省内の各界が共同で反対集会を開

き、紳、商、学各界の一万余人が参加した。

その大会において、各団体が配布したビラには、次のような内容がしる'

されていたといわれる。民営による鉄道敷設事業を継続する。それを妨げ

るものは、「湖南人は公政と見なす.。「租股」、「房股」等の徴収は継続す

るが、それには今後官憲の力を借りない。鉄道銀行を開設し、「抄票」の

発行を行い、「湖南人は共に維持の義務を負い、一律に流通させる」。外国

人や官憲の鉄道敷設のためにやってくるものがいれば抵抗し、「人民の権
◎

利を犠牲にしようとするなら、われわれは必ず死力をもってこれを争う」。

ここにみられるのは、清朝政権の干渉を排除し、省内鉄道の敷設事業を継

浣しようとする、徹底した省内鉄道利権自衛の意識である。

この大会で、湖南省の要求を巡撫楊文鼎に代奏させることが決定された。

そして、もしその代奏が容れられなければ、罷市、罷課、納税拒否といっ

た形態で、清朝の鉄道政策に抵抗することが呼ばれていた。湖南の、省内

鉄道利権自衛の意識は、清朝の行政を拒否しかねないまでに強くなりつつ

あった。

だが、鉄道問題について、省内で指導的な役割をはたしてきた諮議局は、

国有化問題をできるだけ平穏に解決しようとしていたようである。楊文鼎

に代奏させようとした内容には、団体によって様々の案があったようであ

るが、結局、詩議局の作製したものが代奏された。この諮議局が作製した

代奏の内容は、窟位をものであったといわれていた。その中で、郵伝部の

いうところの国有化は、実は外国借款による鉄道敷設と同じことであり、

国会がいまだ開設されていない状態の下では、借款を導入することの弊害

が大きいこと、1905年に各省で敷設事業を進めることが決定されて以来、

「識百人」が努力してきた成果が奪われること等の点において、国有化政
◎

賃を批判している。だが、その国有化政策を強行しようとしている清朝政

権に対して、どのように抵抗するかは示されていない。

こうした詩話局の章俊な国有化批判に、清朝政権はこたえないばかりか、
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四川や湖南における「租股」、「房股.、「米絹.、「塩絹」の徴収を停止させ

た。これらは、それまでに湖南において集められた鉄道資本の大部分を占

めており、その徴収の停止は大きな打撃であった。さらに、清朝は詩雲局

の要請を代奏した巡撫楊文鼎を詔貢した。

諮議局が作製した、比較的穏健を内容のものでさえ、代奏した楊文邦が

畠貢されたのであるから、その他の団体の要求は代奏されるはずもなかっ

た。国有化反対運動のすすめ方をめぐって、諮議局の内部は分化し始めて

いたようである。諮議局の少数の議員達は、揚文鼎が詔真をうけた後も、

電報による国有化政策撤回を要求する行動を継続しようとした。しかし、

大多数の議員達はこれに同調しなかった。このため、諮議局議員の中には、
㊥

辞職するものも出た。

こうした中で、「現在聞くところでは、反対の放烈なるものは、大半は
◎

鉄路学堂の人達である」と、国有化そのものへの反対運動は弱化していっ

た。諮議局の大多数の議員達は、国有化の実行を避け難い前提とし、その

ための条件に主要を関心をはらうようになった。ここに、湖南では、大勢

として国有化、外国借款導入という、清朝政権の鉄道政策の中心的内容へ

の反対運動は衰退していった。

ところで、清朝政権の鉄道政策に対する反対運動が継続し得なかった原

因については、いくつかの点が指摘できる。一つは、各省ですすめられた、

鉄道資本募集の限界と、鉄道資本の内容である。湖南についていえば、生

められた鉄道資本の総額は、敷設に必要な資金額にはるかに及ばなかった

ばかりか、その鉄道資本・も、一般の民間からの投資の割合は低く、「租股」、

「房股」といった強制された投資、あるいは税金の形態によるものが大部

分を占めていた。

鉄道会社の組織のし方、資本の募集方法とも関連するが、さらに、反対

運動のあり方にも問題があった。各省で外国借款導入反対運動はすすめら

れたが、そこには、あくまでもそれぞれの省の鉄道利権を防衛するという

意識が優先していた。鉄道の国有化反対運動のあり方も同様であった。江
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滑の鉄道会社では、敷設しようとしている鉄道が、幹線ではなく支線であ

り、従って国有化の対象とならないことを、郵伝部から確認すると、湖南
⑳

や湖北が進めていた国有化反対運動に全く関心を示さなくなった。

国有化の実行にあたって、諮議局が問題にした条件とは、省内で集めて

きた鉄道資本の処理のし方である。鉄道資本の処理のし方に関する湖南の

要求を整理すると、次のようになる。「商股」と「租股」、「房股」は「私

股」として扱い、「商股」分については、現金返還を実行する。「米指」、

「塩指」分については、それを「公共股本」とし、「租股」、「房股」分と同

様に国家の鉄道株である「国家鉄路投票」を支給するこtとであるb　この

「公共股本」については、'前年に、譚延閲や胡壁といった諮議局議員を含

む郷紳によって管理し、その利益は災害時の救済資金や実業振興の資金に
㊥

あてることが、諮議局で決められていた。鉄道資本の処理のし方について

の湖南の要求は、湖南出身の京官のはたらきかけもあり、一応清朝によっ

て承認されたようである。湖南では、鉄道国有化問題に関する表だった動

きはなくなった。

やはり清朝の国有化政策の対象となった、川決鉄道の敷設の大部分をう

け持っていた四川省においても、湖南と同様に、鉄道の国有化そのものへ

の反対はあまり長く院かなかった。四川省で問題になったのも、やはり鉄

道資本の処理のし方であった。四川省では、湖南と違ってその条件は悪

かった。現金返還が約束されなかっただけでなく、上海恐慌の影響による

損失が保持されなかった。こうした清朝の方針に対して、四川では保路同

志会が結成され、罷市、能課、納税拒否といった形態で抵抗が試みられた。

そして、保路同志会の中心人物が逮捕されるに及んで、武装暴動にまで進

展するのである。

資本処理に関する要求が、一応清朝によって認められた湖南では、四川

で展開されていた抵抗に、連帯しようとする動きはほとんどみられなかっ

た。ここにも、自らの省の鉄道資本さえ防衛されればそれでよいという地

方主義がうかがわれる。しかし、湖南でも、資本処理問題は実際には解決
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しなかった。

いかに言葉の上で、「商股」分全額の現金返還の実行を表明しても、実

際には清朝の財政状態がそれを不可能にしていた。「民に遠さんと欲すれ

ば敷設の資金が無く、敷設せんと欲すれば民に還す資金が無い。二つの事

をいっしょに実行しようとすれば、資金の不足に苦しむ」といわれていた
⑩

ように、実際には、清朝は、この鉄道資本の処理を各省が満足するよう

な方法で実行する能力を、すでに喪失していた。

この点は、湖南の諮議局においても感知されていたようで、詩議局は、

「すでに諭旨を奉じ、いささかも損失させないということであったが、結

局はあいまいであり、いつ手にすることができるのかわからない。どうか、

方法をはっきりと定め、期限をあさらかにして、人心を安んじてほしい」
⑲

とこ　清朝の資本処理に不信を表明していた。

鉄道の国有化にあたって、清朝の鉄道資本の処理に関する当初の考えは、

鉄道債券を支給して、分年返還方法をとることだったようである。だが、

当時、「ああ、政府がはたしてこの事を実行すれば、亡国の禍はたちどこ
㊥

ろに発生するであろう」と、この方法をとることの重大な危険性が指摘さ

れていた。事実、各省の反対によって、この方法を実行することができず、

省によって相違はあったが、ともかく湖南省については、「商股」分の現

金返還方法の実行を約束したわけである。

しかし、指摘したように、それを実行し得る財政上の問題は、結局武昌

蜂起にいたるまで解決できなかった。清朝政権による資本処理は遅々とし

て進まず、最後の湖南巡撫余誠格は、いつでも支給できるように、「米絹」、

「塩掴」分については国家の「分紅分息股票」(鉄道株)を準備し、また

r商股」分については現金返還の準備をしておかねば、「無頼漢の口実とす
⑲

るところがあり、商界を煽動して、風潮は必ず激しくなるであろう」と、

湖南の緊迫した状態を報告していた。鉄道の国有化そのものへの反対運動

は平穏になっていたが、実は、「従前は明風潮であったが、今では一変し
⑲

て晴(風?一筆者)潮となった」といわれていたように、鉄道資本の処理
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をめぐって、湖南社会の清朝政権に対する不信、不満はひそかに拡大して

いたのである。

こうした状態にあったにもかかわらず、盛宣懐は、すでに表明していた

「商股.分の現金返還実行の約束を撤回してしまった。先の余誠格の要請

に対して、盛宣蟻は、「商股.分の6割は現金で返還するが、残りの4割

は「印票.-鉄道債券のことか-を支給し、分年返還するとこたえて
⑳

いる。鉄道資本の処理をめぐる、清朝政権のこうした一貫性のない方針は、

湖南社会の清朝政権に対する不信、不満を一層たかめることになった。

この盛宣懐の返答を開いた余誠格は、この鉄道の国有化問題が緊迫して

いる時に、にわかにやり方を変え、前後の命令が一致しないのは、反対運

動に勢いをつけるようなもので、これによって不測の事態が生じることを
⑮

恐れると、危機感をあらわにしていた。この余誠格の危機感は現実のもの

になった。四川における運動が武装闘争にまで激化している中で、湖南で

も紳、商、学各界が秘密に大会を閃き、あらためて罷市、罷課、抗糧、抗
⑲

絹といった形態で清朝の政策に抵抗することがはかられるようになった0

鉄道資本募集の限罪と、運動のあり方に規定されて、鉄道の国有化その

ものへの反対運動は維持できなかった。そして問題の中心は、省内で集め

られた鉄道資本の防符に移行した。だが、清朝政権は、この鉄道資本の処

理問題を解決し得る能力を喪失していた。鉄道資本の処理のし方をめぐる、

清朝政権の一貰しない方針は、各省の清朝政権に対する不信、不満をたか

めることになった。こうした状態の中で、武呂蜂起がおきるわけであるが、

湖南はそれに第一番目に呼応し、清朝支配下から離脱することになるので

ある。

(注)

①　r時日.1910年8月10日。

⑧　r湘践両日空挺珪行応定為官督両が並挙総理協理摺」光緒32年11月27日r張

文婁公会整■奏諾63。

⑨　r時日.1910年10月7日。
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(り　P民立報.1911年7月15日。

(9「長沙楊俊帥来電.宣統3年4月17日r恩弱存稿.電報51。

⑥　r時報.1911年5月23日。

(∋　r東方雑誌。第8年第5期。

(9　㌢時報.1911年6月17日。

(9　r楊俊帥来電.宣統3年5月14日　r愚書存稿.電報54。

⑲　F時報.1911年6月6日。

㊥　F民立報.1911年7月7日。

⑲　r時報。1911年6月27日。

⑬　F時事鮎1911年6月20日。

⑱　F時報.1911年5月17日。

⑮「長沙余壽平中丞来電.宣統3年8月初3日　r恩書存稿.電控61。

⑳　F時報.1911年7月11日。

⑳「寄武昌瑞制軍長沙余中丞.宣統3年8月5日　r愚書存清.電報62。

⑲　r長沙余中丞誠格竃.宣統3年8月13日　r愚書存稿.電報63。

⑲　F時報.1911年10月12日。

結びにかえて

結局、清朝政権の下での鉄道国有化政策は失敗したわけであるが、最後

に、民国に入ってからの鉄道敷設事業の継続についてふれておきたい。

独立後まもなく、湖南では先の諮議局議長譚延闇を都督とする省政権が

成立した。この省政権の下で、湖南卑漢鉄路総公司も改編され、もとも

と鉄道会社の民営化に努力してきた陳文時が総桝に就任した。陳文埠は、

同時に股来会の総理にも選ばれており、総公司は鉄道への民間投資者を中

心にした鉄道会社へ改編されたのである。

総公司は、清朝によって停止させられていた「租股」等の徴収も復活.し、

卑漠鉄道湖南省内組の敷設事業を継続しようとした。また都督の譚延問も、

清朝が締結した四国借款団との借款契約を破棄し、「湖南省人」が自らの

手で鉄道を敷設することを許すよう、中央政府に要請し、鉄路総公司を支

援していた(『民立報』1912年6月11日)。いわば、湖南の自治体制の成

立とともに、これまで形成されつつあった省内の民族資本が追求してきた、
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鉄道敷設事業のあり方が、省政権の支授の下に進められようとしたのであ

る。

だが、省内における鉄道資本の募集はすでに限糾こきていた0たしかに、

鉄路総公司の改編以後、湖南の農、工、商、鉱各界からの参加を得て結成

された実業協会の役員達が、湘路促進会を組織して、湘路協賛会の役割を

継承し、総公司を援助して鉄道敷設事業を促進しようとするような動きも

みられた(「民立報.1912年3月6日)。しかし、この頃、鉄道への投資が

盛んになったことを示す材料は無いし、むしろ、強制的な投資である「租

股.の継続などには、省内で非難が生じていた0

鉄道資本の不足を補う意味で実行されていたのが「妙票」の発行である0

清朝の国有化に反対し、省内組の敷設事業を継続するために、鉄道会社で

「抄票.を発行し、省民に流通を義務づけることが、国有化反対の大会で

提起されていたことを、先に指摘したが、清朝期から鉄道会社の「抄票」

が発行されており、膨大な額にのぼっていたようである0民国に入っても、

「資本は久しく欠乏し、尊ら紙幣の流通にたよる」といわれ(『民立報』

1912年10月18日)、「抄票」の発行はつづけられていた0　しかし、すでに清

未において、鉄道会社に限らず、「抄票.濫発の風潮は、「十余年来いまだ

あらざる大変局.といわれるような、省内経済の動揺をひきおこし、商人

の倒産があいついでいた(r同風報.第2年第13期)。この省内経済の動揺

は、民国に入ってもおさまらず、省政府は鉄道会社も含めて、政府機関以

外による「抄票.の発行を禁止しなければならなかった0

蓋世凱政権の下で、卑漢鉄道留針となった、湖南H身の「革命派」の一

人譚人凪は、鉄道資本が不足していることのほかに、清朝時代と違って、

現在では凹家と人民が一体であること、固有化すれば社会的不平等の発生

を防止できることを理由に、鉄道の国有化に賛成するよう湖南に呼びかけ

ていた(「民立軋1912年7月6日、8日)。その後、国有化の条件をめ

ぐって、妾世凱政権と訟公司との問で交渉が続けられたが、結局、1913年

6月にいたって、湖南は正式に鉄道の国有化に同意した0
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The Railway Recovery Movement in Hunan

Saburo SODA

In 1898, the Chinese ambassador made a contract with the

American China Development Company to construct the railway

running from Kuangtung through Hunan to Hupei. In 1904, it was

discovered that a Belgian syndicate had acquired the majority of

interest in the company.

The gentry in Hunan began a campaign to force cancellation of

the contract with the company, and it was canceled in 1905. The

gentry-merchant in Hunan intended to recover Kuangtung-Hupei

railway and to construct the railway without foreign loan. They

have expected to develop industry in Hunan.

The Ching Government did not wish the railway to be con-

trolled under the gentry-merchant, and did not believe their ability

to construct the railway without foreign loan. In 1909, Chang

Chihtung negotiated secretly a loan from a consortium of British,

French, and German financiers.

The gentry-merchant and student groups raised a strong protest

against nationalization of the railway and foreign loan.

This paper intends to analyze the protest movement in Hunan

against the railway policy of the Ching Government.




